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今
般
の
熊
本
地
震

に
お
け
る
犠
牲
者

の
８
割
は
、
昭
和
56
年
以

前
の
建
築
建
物
の
倒
壊
に

よ
る
圧
死
・
窒
息
死
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

第
１
の
質
問
で
す
。
町
内

家
屋
の
耐
震
診
断
・
耐
震

工
事
を
町
民
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
方
法
で
進
め
て

い
き
ま
す
か
。
ま
た
、
45

市
町
の
う
ち
５
市
町
の
庁

舎
が
倒
壊
し
、
行
政
の
事

務
処
理
に
支
障
を
き
た
し

て
い
ま
す
。
ま
た
行
政
事

務
が
マ
ヒ
し
て
、
自
治
体

が
発
行
す
る「
罹
災
証
明
」

の
遅
れ
が
顕
著
に
な
っ
て

い
る
の
も
現
実
で
す
。
安

八
庁
舎
の
耐
震
状
況
は
ど

う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

次
に
第
2
の
質
問
で

す
。
不
幸
に
し
て
大
震

災
が
発
生
し
た
場
合
、

我
が
町
は
東
西
を
一
級

河
川
に
挟
ま
れ
て
お
り
、

陸
の
孤
島
に
陥
る
可
能
性

も
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

及
び
第
２
避
難
所
の
整
備

が
要
求
さ
れ
ま
す
。
第
２

避
難
所
は
小
中
学
校
の
体

育
館
等
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
収
容
許
容
人
数
は
ど

の
程
度
予
定
し
て
い
ま
す

か
。
ま
た
、
停
電
時
に
お

け
る
避
難
所
で
の
電
源
は

ど
の
よ
う
に
確
保
し
ま
す

か
。最

後
に
第
３
の
質
問
で

す
。
家
屋
倒
壊
者
に
対
す

る「
仮
設
住
宅
建
設
用
地
」

は
十
分
確
保
さ
れ
て
い
ま

す
か
。
以
上
３
点
の
災
害

対
応
に
つ
い
て
、
総
務
課

長
に
伺
い
し
ま
す
。

 �������

第
１
の
質
問
、
耐

震
診
断
・
耐
震
工

事
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

町
で
は
昭
和
56
年
５
月
31

日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
木

造
一
戸
建
て
住
宅
の
無
料

耐
震
診
断
と
補
強
工
事
費

の
助
成
制
度
を
平
成
14
年

度
か
ら
設
け
て
い
ま
す
。

現
在
ま
で
に
、
こ
の
制
度

を
活
用
さ
れ
た
件
数
は
、

耐
震
診
断
受
診
が
49
件
、

そ
の
う
ち
補
強
工
事
を
施

工
さ
れ
た
世
帯
は
６
件
と

必
ず
し
も
住
民
の
皆
さ
ん

に
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
ま
せ
ん
。
今
後
、

各
所
で
行
わ
れ
る
防
災
訓

練
な
ど
の
会
場
で
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
配
布
し
た
り
、

広
報
紙
に
折
り
込
み
を
入

れ
る
な
ど
広
く
周
知
し
て

い
き
ま
す
。
役
場
庁
舎
の

耐
震
状
況
で
す
が
、
新
庁

舎
は
新
耐
震
設
計
基
準
で

建
設
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

耐
震
基
準
を
満
た
し
て
い
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熊
本
地
震
を
教
訓
と
し
た

町
の
大
規
模
地
震
対
策

は
？

仮
設
住
宅
用
地
は
十
分
確

保
し
て
い
ま
す

［
総
務
課
長
］

第２避難所の総合体育館(左)と登龍中学校(右)

ま
す
が
、
旧
庁
舎
は
耐
震

基
準
を
満
た
し
て
い
な
い

も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

第
２
の
質
問
、
第
２
避

難
所
で
の
収
容
許
容
人
数

は
、
３
小
学
校
・
２
中
学

校
・
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
・

総
合
体
育
館
で
合
計
１
４

５
０
２
人
と
な
っ
て
お
り

十
分
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
後
、
庁
舎
の
耐
震
診
断

等
と
併
せ
、
防
災
対
策
に

対
す
る
見
直
し
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

第
３
の
質
問
、「
仮
設

住
宅
建
設
用
地
」
は
確
保

さ
れ
て
い
る
も
の
と

考
え
て
い
ま
す
。
平

成
25
年
２
月
に
出
さ

れ
た
、
東
海
・
東
南

海
・
南
海
地
震
等
被

害
想
定
調
査
結
果
の

中
で
、
町
に
お
い
て
、

家
屋
の
全
壊
が
１
０

２
０
棟
、
半
壊
が
１

５
９
３
棟
と
想
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の

数
値
か
ら
必
要
と
な
る

仮
設
住
宅
戸
数
は
５
１

１
戸
と
し
て
い
ま
す
。
応

急
仮
設
住
宅
の
建
設
可
能

用
地
と
し
て
、
２
つ
の
公

園
敷
地
と
５
つ
の
学
校
施

設
の
７
カ
所
を
挙
げ
、
仮

設
住
宅
の
配
置
計
画
図
も

作
成
し
戸
数
を
算
定
し
て

い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
建

設
が
可
能
な
戸
数
と
し
て

６
９
８
戸
と
な
っ
て
い
ま

す
。
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